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防災訓練の結果の概要【防災訓練（緊急時演習）】 

 

  本訓練は，「福島第二原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節」に基づき実施

するものである。 

 

１．本訓練の目的 

原子力事業者防災業務計画並びに原子炉施設保安規定第１１２条に基づき緊急事態に対処した総

合的な訓練，合わせて原子炉施設保安規定第１７条の２に基づき電源機能等喪失時における原子炉

施設の保全のための活動を行う要員に対する訓練を実施し，原子力災害発生時に原子力防災組織が

あらかじめ定めた機能を有効に発揮できることを確認することを目的として以下の項目について確

認を行う。 

（１）福島第二原子力発電所における確認項目 

① 短時間のうちに複数箇所で事象が発生する状況下においても発電所緊急時対策所（以下，「Ｔ

ＳＣ」という。）内での指揮命令，復旧戦略の検討・優先順位の決定，情報共有が円滑に実施

できるかを確認する。 

② 短時間のうちに複数箇所で事象が発生する状況下においてもＴＳＣと原子力施設事態即応セン

ター（以下，「本社本部」という。）間で情報共有が円滑に実施できるかを確認する。 

③ 通報文の作成,送信を迅速かつ正確に実施できるかを確認する。 

（２）本社本部における確認項目 

① 本社本部内で発電所対策本部の情報を共有し発電所対策本部に対して中長期的な支援を検討

できるかを確認する。 

② 原子力事業所災害対策支援拠点（以下，「後方支援拠点」という。）で通信設備などの確認

を行い，本社本部と連携し発電所対策本部への支援を検討，実施できるかを確認する。 

（３）自治体リエゾン・本社本部立地班・福島本部・オフサイトセンターの確認項目 

① 自治体（模擬）に派遣されるリエゾンが福島本部内で共有された発電所対策本部の情報を基

に，自治体担当者（模擬）に対し発電所対策本部の情報を共有できるかを確認する。 

② 本社本部立地班及び福島本部がオフサイトセンター及び自治体（模擬）からの防護措置に関

する要請を本社本部立地班及び福島本部間で共有し，自治体の防護措置に関する支援が実施

できるかを確認する。 

③ オフサイトセンター事業者ブースにおいて発電所対策本部の情報を共有し，プラントチーム

に派遣した当社社員を補佐できるかを確認する。  



- 2 - 
 

２．全体概要 

（１）訓練実施日時 

平成３０年２月２日（金） １３時００分～１６時００分 

（１６時００分～１６時２０分：反省会） 

（２）実施場所 

① 福島第二原子力発電所（免震重要棟ＴＳＣ，現場） 

② 本社本部 

③ 福島本部 

④ 楢葉オフサイトセンター 

⑤ 後方支援拠点（浜通り物流センター） 

⑥ 原子力規制庁緊急時対応センター（以下，「ＥＲＣ」という。） 

（３）参加人数 

福島第二原子力発電所 ：２３９名（社員２２７名，協力企業１２名） 

本社本部       ：２０７名（社員２０７名） 

福島本部       ：４４名（社員４４名） 

楢葉オフサイトセンター：３名（社員３名） 

後方支援拠点     ：２７名（社員：２２名，日本原子力発電５名） 

ＥＲＣ        ：３名（社員３名） 

（４）訓練視察 

①福島第二原子力発電所 

・他事業者による視察：２社 合計２名 

内訳：中部電力（１），リサイクル燃料貯蔵（１） 

・自治体などによる視察：４カ所 合計９名 

内訳：福島県（４）富岡町（２），広野町（１）福島県警察（２） 

②本社本部 

・他事業者による視察：３社 合計３名 

内訳：中部電力（１），電源開発（１），リサイクル燃料貯蔵（１） 

（５）防災訓練の前提条件 

① シナリオは全訓練プレーヤーに対して非開示とする（ブラインド訓練）。 

② 現状のプラント状態とする。 

③ 平日の勤務時間内とする。 

④ プラント情報表示システム（以下，「ＳＰＤＳ」という。）及び緊急時対策支援システム（以下，

「ＥＲＳＳ」という。），チャットシステム，Common Operational Picture（以下，「ＣＯＰ」と

いう）などにてプラント状況を共有する。 

⑤ 自然現象起因（地震・津波など）の場合，福島第一原子力発電所の影響も考慮する必要があるが，

今回は福島第二原子力発電所単独訓練とする。 

 （６）防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

大規模地震を起因とし，事業所内運搬中の高線量物質を積んだ車輌にて火災が発生し原子力災

害対策特別措置法（以下，「原災法」という。）第１５条事象に至る原子力災害と併せて複数
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号機にて使用済み燃料プール（以下，「ＳＦＰ」と言う）の水位低下が発生する事象を想定し

た。 

時刻 発生事象 

１３：００ ・地震発生（本震：震度６強） 

 【原災法：原子力警戒事象（所在市町村で震度６弱以上の地震発生）】 

・構内電柱倒壊による構内配電線及び通信ケーブルの断線 

・発電所対策本部通報用ＦＡＸの使用不能事象発生（局線加入電話回線断線） 

１３：０５ ・地震により，構内輸送中の高線量物質を積んだ車輌が転倒。車輌の燃料が漏えい 

・２号機ＳＦＰゲートからプール水の漏えい 

・４号機燃料プール冷却浄化系ライナードレン破損 

１３：１５ ・転倒した車輌から漏えいしていた燃料に引火し火災が発生 

１３：３７ ・火災の影響により車輌に積載している輸送容器から高線量廃棄物が入ったドラム缶

が落下（ドラム缶は健全），その影響により火災現場の放射線量が上昇（放射性物質

の構外への放出は無し）５ｍＳｖ／ｈを超える放射線量を計測 

 【原災法：第１５条事象（火災爆発等による管理区域外での放射線の異常放出）】 

１３：４０ ・火災現場の放射線量が下がらず１０分が経過 

 【原災法：第１０条事象（火災爆発等による管理区域外での放射線の放出）】 

・３号機サイフォンブレーク孔閉塞 

１４：００ ・地震発生（余震：震度６弱） 

・構内起動変圧器故障により１，２号機外部電源喪失 

１４：１０ ・３号機：汚染傷病者発生 

１４：１５ ・１号機：非常用ディーゼル発電機停止 

・２号機：非常用ディーゼル発電機停止 

１５：２０ ・２号機：ＳＦＰ水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２ｍ到達 

【原災法：第１０条事象（使用済燃料貯蔵槽の冷却機能喪失）】 
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３．実施体制，評価体制 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）訓練評価体制と訓練評価者数 

①訓練評価体制 

評価シートを用いて手順の検証や対応の実効性などについて自己評価及び評価者による評価を  

実施した。また，発電所では社外の危機管理アドバイザーによる評価を受けた。 

②訓練評価者数 

 ・福島第二原子力発電所 ：２０名（（株）日本防災デザイン１名含む） 

 ・本社本部       ：２３名 

 ・福島本部       ：１名 

 ・楢葉オフサイトセンター：１名 

 ・後方支援拠点     ：４名 

 

４．防災訓練の項目 

防災訓練（緊急時演習） 

  

通報連絡 
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５．防災訓練の内容 

福島第二原子力発電所 

（１）本部運営訓練 

（２）通報訓練 

（３）避難誘導訓練 

（４）原子力災害医療訓練 

（５）モニタリング訓練 

（６）アクシデントマネジメント訓練 

（７）電源機能等喪失時訓練 

本社本部 

（１）本部運営訓練 

（２）ＥＲＣ対応訓練 

（３）プレス対応訓練 

  （４）後方支援活動訓練 

  自治体リエゾン・本社本部立地班・福島本部・オフサイトセンター 

  （１）避難支援活動 

 

６．防災訓練の結果 

 （１）福島第二原子力発電所 

① 本部運営訓練：原子力防災管理者含む原子力防災要員 

・ＴＳＣへ参集後，速やかにブリーフィングを実施し，復旧統括から参集要員へ発生事象やプラ

ント状況を周知し，情報共有を実施した。 

・発電所対策本部にて目標設定会議を開催。以下の方針を立案し，優先順位などについて設定し

た。実施結果は発話及び決められた様式により書画カメラにて本部内に共有した。 

    ａ．２号機の水位低下事象に対する対応を最優先。 

    ｂ．２号機への注水方法は消防車＋電源車を接続のうえ，燃料プール補給水系で注水 

    ｃ．１号機の水位低下事象は電源車を接続し純水補給水系にて注水 

・目標設定会議において目標時間の設定がなされなかった。 

・チャットシステムやＣＯＰはリアルタイムで更新が行われ，大型ディスプレイでの表示や，各

班備え付けのディスプレイに表示し，原子力防災要員が内容を確認することにより事故状況を

把握することができた。 

〔評価〕 

 ・ＴＳＣ参集後にブリーフィングを実施し，発生事象やプラント状況など，その時点までで得ら

れた情報を初動時からＴＳＣ内で共有できることを確認した。 

  ・目標設定会議を実施し，その時点のプラント状態から復旧の優先順位を決定し，決定事項を共

有フォルダや書画カメラに表示し，各班備え付けのディスプレイやＰＣで要員が確認すること

によりＴＳＣ内に共有できることを確認した。 
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  ・目標設定会議において復旧の優先順位や復旧方法は決定したが目標時間設定がされなかったた

め，時間の管理はあらかじめ定められている標準作業時間のみとなってしまった。【９．

（１）①に改善点として整理】 

  ・チャットシステムやＣＯＰをリアルタイムに更新を実施し，その状況を大型画面などに表示す

ることにより，ＴＳＣ内で情報共有ができることを確認した。 

② 通報訓練：通報班 

・原災法第１０条，第１５条に該当する事象などの通報文について，事象判断後１５分以内※１に

通報を実施した。 

・発電所対策本部通報用ＦＡＸ（外線ＦＡＸ）の使用不能事象発生に対し，統合原子力防災ネッ

トワークのＦＡＸを用いて通報文の送付を実施した。 

 【通報実績】 

  ＳＥ０４：判断時刻１３：４０－通報時刻１３：４８（発電所対応） 

  ＧＥ０４：判断時刻１３：３７－通報時刻１３：５０（発電所対応） 

〔評価〕 

・あらかじめ定められた手順に基づき原災法第１０条，第１５条通報については目標時間※１内に

送信することができた。更に通常の通信機器が使えない状態においても手順に基づき代替の機

器を選定し通報を実施できることを確認できた。 

    ・原災法第１０条通報（第５報：ＧＥ０４発生に伴う通報）のその他特定事象の把握に参考とな

る情報欄に記載した情報に一部誤った記載があったため，通報対応箇所にて確認できる仕組み

を改善する必要がある。【９．（１）③に改善点として整理】 

・通報の記載事項の誤りに対する対応に時間がかかってしまったため，通報対応箇所の情報共有

方法を改善する必要がある。【９．（１）②に改善点として整理】 

※１：社内ルールで定めた時間（１５分以内を目途）を設定 

  ③避難誘導訓練：警備誘導班，厚生班，総務班 

・警戒事象発生後直ちに入構規制を実施し，復旧に関係の無い要員の入構を規制する処置を実施

した。また，火災現場においても立ち入り規制を実施した。 

・地震発生後直ちに一時集合場所に参集した人員の確認を実施するとともに，定められた手順で

協力企業作業員の安否情報の集約を実施した。 

  〔評価〕 

・あらかじめ定められた手順に基づき，事象発生に伴う入構規制を実施することができた。ま

た，火災発生時においては，保安班と協働し，火災現場の立入り制限を実施するなど，事象に

応じた規制を実施できることを確認した。 

・要員参集と併せて発電所員の安否確認を実施するとともにあらかじめ定められた手順に基づ

き，構内にいる協力企業の安否確認も実施できることを確認した。 

④原子力災害医療訓練：医療班，保安班 

・当直員が３号機原子炉建屋パトロール中に負傷し，汚染を伴う負傷者が発生したとの設定で，汚

染測定，除染，応急処置及び看護師による医療機関への搬送判断及び処置を実施した。 

・現場で確認された負傷者の情報についてはチャットシステムによりＴＳＣ内に周知した。 
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  〔評価〕 

  ・汚染負傷者の対応についてはあらかじめ定められた手順に基づき，汚染の有無の確認，除染，負

傷箇所の応急処置を実施し，看護師による医療機関への搬送判断及び処置ができることを確認

した。 

  また，処置情報についてはチャットシステムなどによりＴＳＣ内及び関連機関に共有できるこ

とを確認した。 

⑤モニタリング訓練：保安班 

 ・保安班は輸送物の火災発生時において現場へ出向し放射線量及び放射性物質の測定を実施し，

測定結果と輸送計画書による輸送物の情報を基に，火災現場における管理区域の設定を実施し

た。 

・ドラム缶が輸送容器の外に落下した際には放射線量及び放射性物質を計測し,ドラム缶の蓋が開

いていないことや空気中の放射性物質濃度などを測定し，放射性物質の放出が無いことを確認

した。 

・サーベイ結果の情報については，計画情報統括の発話及びチャットシステムなどを使用するこ

とにより，継続的にＴＳＣ内に周知した。 

  〔評価〕 

   ・放射線量の上昇や放射性物質の放出が予想される「放射性物質を輸送中の車輌火災」の発生時に

おいて現場へ放管員を派遣しあらかじめ定められた手順に基づきサーベイを実施し，放射線量

の上昇及び放射性物質の未検出，という結果に基づいた管理区域を設定できることを確認した。

また，測定結果はチャットシステムや発話を通じて本部内で共有されていることを確認した。 

⑥アクシデントマネジメント訓練：原子力防災管理者含む原子力防災要員 

・発電所対策本部は全号機でのＳＦＰ漏えい事象に対して予測漏えい量及び予測される漏えい原

因に応じてプラントの復旧方針を策定し，注水能力に余裕の無い２号機の復旧を最優先とする

方針を設定した。 
・復旧統括はプラントパラメータ及び予測漏えい量を基にあらかじめ定められた注水戦略からＳ

ＦＰへの注水方法を決定し，注水を実施した。 

   ・計画情報統括はＳＦＰ水位低下予測及びＳＦＰ温度評価を実施し，各号機のＳＦＰについて６

５℃到達予想時刻及び照射済燃料集合体の頂部到達時刻を報告した。併せてＳＦＰ水位低下に

伴う線量予測を実施し，ＴＳＣにおける活動の継続可否について報告を実施した。 

・保安班はサーベイ結果及び事故進展予測を基に作業員用の装備の周知及び被ばく線量管理を実

施した。 
  〔評価〕 

    ・発電所対策本部は入手した各データ及び計画班があらかじめ定めた手順に基づき作成した事象

進展予測結果から，復旧優先順位及び復旧方法を決定できることを確認した。 

   ・計画班が作成した事故進展予測及び現地でのサーベイ結果などから放射線量の推移を予測し，

あらかじめ定められた手順に基づき適切な装備について決定する等の対応を実施できることを

確認した。 

⑦電源機能等喪失時訓練：原子力防災管理者含む原子力防災要員 
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・１，２号機において全交流電源喪失事象が発生した際に，目標設定会議を開催し，ＳＦＰの水位

低下率や予想される必要注水量，現状使用できる注水手段から２号機への電源車接続を最優先

とすることを決定した。 

・目標設定会議において目標時間の設定がされなかった。 

・決定事項に基づき，復旧班はあらかじめ定められた時間内に電源車の接続を完了した。 

  〔評価〕 

   ・全交流電源喪失事象に対し，目標設定会議を実施し，ＳＦＰ冷却のために必要な電源確保策を

決定できることを確認した。 

・目標設定会議において復旧の優先順位や復旧方法は決定したが目標時間設定がされなかったた

め，時間の管理はあらかじめ定められている標準作業時間のみとなってしまった。【９．

（１）①に改善点として整理】 

   ・復旧班はあらかじめ定められた時間内に電源確保策を実施することができることを確認した。 

（２）本社本部 

 ①本部運営訓練：本社本部原子力防災要員 

・自動呼出システム及び館内放送による呼出後，１時間以内※１に原子力防災組織が機能する計画

人数１８２名に対し，２０７名が参集した。 

・本社本部スタッフは１１月２９日に実施した福島第一原子力発電所防災訓練で出た課題の対策

として，あらかじめ定めた手順に従い，本社本部指揮者に対し，発災から４０分後に１回目の

目標設定会議の開始を具申した。 

 本社本部指揮者は，本社本部計画情報統括にＳＰＤＳやＥＲＳＳ，チャットシステム，ＣＯＰ

や本社本部計画情報統括及び本社本部計画班長が実施した事象進展に関するブリーフィングな

どから発電所対策本部の情報を本社本部内で共有させ，発電所対策本部の目標設定会議終了前

に，発電所対策本部のプラント状態を鑑み，本社本部でも以下の方針を立案し，優先順位など

について設定した。本社本部の目標設定会議の結果は発話及び本社本部目標設定会議ＣＯＰに

記載し，共用フォルダに保存することで本部内に共有した。 

  ａ．福島第一原子力発電所からの追加コンクリートポンプ車の手配 

  ｂ．ＳＦＰ漏水防止策として水ガラス準備 

  ｃ．外部電源喪失に備えた東京電力パワーグリッドカンパニー株式会社との連携 

また，本社本部スタッフは１１月２９日に実施した福島第一原子力発電所防災訓練で出た課題

の対策として，あらかじめ定めた手順に従い，本社本部指揮者に対し，発電所対策本部の目標

設定会議終了後に本社本部の目標設定会議の開催を具申し，本社本部指揮者は発電所対策本部

の目標設定会議結果を踏まえ，発電所対策本部への支援策を検討した。 

本社本部の目標設定会議の結果は，発話及び本社本部目標設定会議ＣＯＰに記載し，共用フォ

ルダに保存することで本部内に共有した。 

〔評価〕 

・原子力防災組織が機能する人数が１時間以内※１に参集できたため，各班の運営が滞りなく実施

できることを確認した。 
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・本社本部指揮者及び本社本部スタッフは，あらかじめ定めた手順に従い，発電所対策本部の目

標設定会議前及び発電所対策本部目標設定会議後に本社本部目標設定会議を実施することができ

た。 

・本社本部内で発電所対策本部への支援策が検討できることを確認した。 

・本社本部指揮者が，目標設定会議での決定事項を発話にて共有する際に，対応箇所及び進捗状

況を発話することができなかったため，本社本部内及び発電所対策本部に対し発電所対策本部

への支援策の対応箇所及び進捗状況を共有する事ができなかった。【９．（２）①に改善点と

して整理】 

※１：初動対応を実施するために参集すべき時間を設定 

②ＥＲＣ対応訓練：官庁連絡班 

・本社本部官庁連絡班は，１１月２９日に実施した福島第一原子力発電所防災訓練で出た課題の

対策として，レイアウトを変更し本社本部官庁連絡班内での発電所の情報や，本社本部内の情

報の共有を円滑に実施することができた。また，メインスピーカーがチャットシステムの情報

やＣＯＰの情報，ＳＰＤＳの情報やＥＲＳＳの情報を一元的に見ることができ，発電所の情報

を速やかにＥＲＣプラント班に説明することができた。 

・ＣＯＰについては，戦略欄に記載されている情報と機器運転状態に記載されている内容に齟齬

があったためＥＲＣプラント班の説明には用いず，ハンディホワイトボードに事故状況を記載

し，統合原子力防災ネットワークのＴＶ会議に接続されている書画カメラに投影し説明を実施

した。 

・ＳＰＤＳ，ＥＲＳＳを活用したＥＲＣの説明については，モニタリングポストで測定した数値

に変化があった場合に実施した。 

・ＥＲＣプラント班からの質問に対してはＱＡチャットを用いて優先順位をつけ回答した。 

・本社本部官庁連絡班はＥＲＣプラント班に対して，発電所通報用ＦＡＸ（外線ＦＡＸ）が使用

不可な状況下においても発電所対策本部が統合原子力防災ネットワークのＦＡＸを使用し送付

した通報文を検知し，発電所対策本部通報班が原災法第１０条，第１５条に該当する事象など

の通報文を送信してから１５分以内※２にＦＡＸ着信確認できた。 

・ＥＲＣリエゾンが本社本部官庁連絡班と連携しＥＲＣプラント班に対し，チャットシステム，

ＣＯＰなどの情報共有ツールを用いて必要な情報提供を定期的に実施した。 

    〔評価〕 

・本社本部官庁連絡班の体制についてＱＡ担当，メインスピーカーへの発話内容を整理するため

の情報整理担当，ＥＲＣリエゾンの１名増員などの見直しを行い，ＥＲＣプラント班に対し

て，チャットシステムなどの情報共有ツールから得た発電所対策本部の情報については速やか

に伝えることができた。 

・ＥＲＣプラント班に対して，ＣＯＰを用いた説明については戦略欄に記載されている情報と機

器運転状態に記載されている内容に齟齬があったため実施できなかった。【９．（２）②に改

善点として整理】 

・ＥＲＣプラント班に対して，ＳＰＤＳ，ＥＲＳＳを活用した説明についてはＳＦＰの水位及び

温度のデータがなく，ＥＲＣプラント班への説明に有効なデータが発電所構内のモニタリング
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ポストの値のみであったため，ＳＦＰに関する説明は口頭のみとなってしまった。【９．

（２）③に改善点として整理】 

・ＥＲＣプラント班からの質問に即答できない場合は，１１月２９日に実施した福島第一原子力

発電所防災訓練で出た課題の対策として新たに作成したＱＡチャットを用いて本社本部の情報

班，計画班，復旧班，保安班に回答作成を依頼する運用としていたため情報班，計画班，保安

班からの回答については速やかに実施することができた。 

・本社本部復旧班への復旧戦略に関する質問については発電所対策本部への支援策の検討に時間

を要したため，ＥＲＣプラント班に対し速やかに回答することができなかった。【９．（２）

④に改善点として整理】 

・発電所対策本部から通報文が送付される全てのＦＡＸ機に対し通報文の受信を検知し光るパト

ランプを配備し，発電所対策本部から送付されてくる通報文を速やかに検知することができた

め，原災法第１０条，第１５条に該当する事象等の通報文の送信から１５分以内に着信確認で

きることを確認した。 

   ・１１月２９日に実施した福島第一原子力発電所防災訓練で出た課題の対策として，１０条確認

会議，１５条認定会議についてあらかじめ定めた運用ルールに基づき，１５条認定会議に出席

できたが，通報文と発電所対策本部の音声などから得た情報に齟齬があった場合の問い合わせ

先の責任箇所を明確にできていなかったため，１５条認定会議で必要な情報を収集するのに時

間を要した。【９．（２）⑤に改善点として整理】 

・ＥＲＣリエゾンはＥＲＣプラント班に対し本社本部官庁連絡班と連携し，チャットシステム，

ＣＯＰなどの情報共有ツールを用いて必要な情報提供を定期的に実施できた。 

・ＥＲＣリエゾンはＥＲＣプラント班に対しハンディホワイトボードの情報を共有する際に，何

時時点での情報かを共有することができなかった。【９．（２）⑥に改善点として整理】 

 ※２：社内ルールで定めた時間（１５分以内を目途）を設定 
③プレス対応訓練：広報班 

・模擬記者会見にて発電所の状況を説明した。 

・模擬ホームページ及び模擬ＳＮＳを使って外部への情報発信対応を実施した。 

〔評価〕 

・模擬記者会見及び模擬ホームページなどにより外部への情報発信対応ができることを確認し

た。 

④後方支援拠点活動訓練：後方支援拠点班，保安班，電力支援受入班 など 

・浜通り物流センターに拠点本部を立ち上げ本社本部と連携し，物資の輸送計画の立案を実施。 

・スクリーニングエリアの設営及びスクリーニング対応を実施した。 

・事業者間協力協定に基づき，当社発災時の幹事会社である日本原子力発電株式会社への支援要

請連絡及び日本原子力発電株式会社から派遣された要員の受入を遅滞なく実施し，原子力事業

者支援本部の立ち上げを実施した。 

・美浜原子力緊急事態支援組織と連携し，発電所対策本部への支援を実施した。 

〔評価〕 
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・後方支援拠点の設置判断及び後方支援拠点本部の設営，本社本部との情報共有及び発電所対策

本部への支援ができることを確認した。 

・後方支援拠点の立ち上げに伴い，スクリーニングエリアの設営及びスクリーニング対応ができ

ることを確認した。 

・事業者間協力協定に基づく支援連携として，原子力災害時における原子力事業者支援本部マニ

ュアル（原子力事業所編）に基づき，幹事会社への支援要請連絡及び幹事会社から派遣された

要員の受入を遅滞なく実施し原子力事業者支援本部の立ち上げ，本社本部との情報共有及び発

電所対策本部への支援ができることを確認した。 

・美浜原子力緊急事態支援組織に対し，発電所の事故状況把握のためのドローンの要請，発電所

構内への輸送，発電所構内での飛行操作ができることを確認した。 

（３）自治体リエゾン・本社本部立地班・福島本部・オフサイトセンター  

①避難支援活動：本社本部立地班，福島本部，オフサイトセンター事業者ブース要員 

  ・発電所対策本部から送信された通報文を基に発電所の事故状況を自治体担当者（模擬）に対し

説明を実施した。 

  ・オフサイトセンター及び自治体（模擬）から受けた避難支援活動に関する要請を本社本部立地

班及び福島本部にて対応方針を検討し，オフサイトセンター及び自治体（模擬）に回答を実施し

た。 

  ・チャットシステムやＣＯＰの情報を用いて,発電所の事故状況をオフサイトセンタープラントチ

ーム派遣の当社社員に情報共有を実施した。 

 〔評価〕 

  ・自治体担当者（模擬）に対し，通報文やチャットシステム，ＣＯＰを用いて発電所の事故状況を

説明できることを確認した。 

  ・オフサイトセンター及び自治体（模擬）からの避難支援活動に関する要請に対し，チャットシス

テムによる情報共有を実施し，本社本部立地班及び福島本部にて対応方針の検討，自治体（模

擬）への回答ができることを確認した。 

  ・オフサイトセンター事業者ブースの要員は，あらかじめ定められた手順に基づきチャットシス

テムやＣＯＰを用いて収集した現状の発電所対策本部の状況などをオフサイトセンタープラン

トチームに派遣している当社社員に提供し，オフサイトセンタープラントチーム内が発電所の

事故状況などを把握することを補佐できることを確認した。 

 

７．防災訓練の評価 

「１．防災訓練の目的」で設定した各所の確認項目についての評価は以下の通り。 

（１）福島第二原子力発電所 

① 短時間のうちに複数箇所で事象が発生する状況下においてもＴＳＣ内での指揮命令，復旧戦略の

検討・優先順位の決定，情報共有が円滑に実施できるかを確認する。 

・発電所対策本部はブリーフィングや目標設定会議を適宜実施し，復旧戦略を立案し，復旧の優

先順位付けや各班への指示を実施できた。また，実施結果は発話や書画カメラなどを活用し本

部内に周知をすることにより，情報共有を適切に実施できた。 
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・目標設定会議において復旧の優先順位や復旧方法は決定したが目標時間設定がされなかったた

め，時間の管理はあらかじめ定められている標準作業時間のみとなってしまった。【９．

（１）①に改善点として整理】 

② 短時間のうちに複数箇所で事象が発生する状況下においても発電所対策本部と本社本部間で情報

共有が円滑に実施できるかを確認する。 

・チャットシステムやＣＯＰを用いて，事故事象に関する情報を本社本部と共有することができ

た。また，目標設定会議を実施した時は，決定内容を発話し本社本部へ情報共有を実施し，結

果が記載された確認シートを書画カメラ及び共有フォルダで共有した。 

・チャットシステムなどで不足する情報については，発電所対策本部及び本社本部の各機能班の

カウンターパート及び個別に設置した情報連絡担当者の活用により，情報共有の補完を行うこ

とができたため，発電所対策本部と本社本部は情報共有が円滑に実施できた。 

・本社本部からの通報文の参考情報に対する問い合わせ対応において，通報班内における問い合

わせ対応者及び責任範囲を明確に指示していなかったため，通報内容の確認及び訂正に時間を

要した。【９．（１）②に改善点として整理】 

③ 通報文の作成，送信を迅速かつ正確に実施できるかを確認する。 

・通信環境に障害が発生した状況で目標とした１５分以内の通報を実施することができた。 

・原災法第１０条通報（第５報：ＧＥ０４発生に伴う通報）のその他特定事象の把握に参考とな

る情報欄に記載した情報に一部誤った記載があり，確認及び訂正に時間を要した。【９．

（１）③に改善点として整理】 

・本訓練終了後に原子力規制庁から１号機の水位低下事象に関してＡＬ３１の連絡が必要ではな

いかとの確認があった。当社としては，1号機の水位低下事象に対しては速やかに保安規定で

定められた措置としての注水手段確保策として注水設備を準備中であったことから，原子力事

業者防災業務計画に基づき，ＡＬ３１の連絡は不要と判断していた。しかし，原子力規制庁と

しては直ちに注水が実施されないときか，直ちに注水される状態にないときは連絡するべきで

あると認識していた。 

このことから、当該ＥＡＬの判断基準について当社の認識と原子力規制庁の認識に違いがある

ことを確認した。【９．（１）④に改善点として整理】 

（２）本社本部 

①本社本部内で発電所対策本部の情報を共有し発電所対策本部に対して中長期的な支援を検討でき

るかを確認する。 

本社本部内で，ＳＰＤＳ，ＥＲＳＳ，チャットシステム，ＣＯＰなどにより発電所対策本部の情

報を共有したものの，本社本部目標設定会議の運用方法及び会議結果の情報共有に改善すべき事

項があったことから今後の原子力災害対策に向けた改善点とする。 

・リスクに備えた対応策として，事前に発電所対策本部と本社間でＳＦＰの注水戦略に関する手

順を共有していたことから，ＳＦＰへの注水状況を本社本部内でも速やかに把握できたため，

本社本部において中長期的な支援を検討することができた。 

・本社本部計画情報統括及び計画班長から事象進展に関するブリーフィングが行われ，発電所対

策本部への支援を検討する上で重要な情報を共有することができた。 
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・訓練中に本社本部内で発電所対策本部への支援策が検討できることを確認したが，本社本部復

旧班があらかじめ中長期的な支援を検討しておくことができなかったため，発電所対策本部へ

の支援策の検討に時間がかかってしまった。【９．（２）④に改善点として整理】 

・会議での決定事項を発話にて共有する際に，対応箇所及び進捗状況を共有することができなか

ったため，本社本部全体及び発電所対策本部に対し，発電所対策本部への支援策の対応箇所及

び進捗状況を共有する事ができなかった。【９．（２）①に改善点として整理】 

②後方支援拠点で通信設備などの確認を行い，本社本部と連携し発電所対策本部への支援を検討，

実施できるかを確認する。 

後方支援拠点を立ち上げ，ＴＶ会議システムなどの通信設備を用いて本社本部と連携し，チャッ

トシステム，ＣＯＰなどから発電所対策本部の情報を把握し発電所対策本部への支援が検討でき

ることを確認した。 

（３）自治体リエゾン・本社本部立地班・福島本部・オフサイトセンター 

①自治体（模擬）に派遣されるリエゾンが福島本部内で共有された発電所対策本部の情報を基に，

自治体担当者（模擬）に対し発電所対策本部の情報を共有できるかを確認する。 

 発電所対策本部から送信された通報文やチャットシステム・ＣＯＰを基に発電所対策本部の事故

状況を自治体担当者（模擬）に対し説明できることを確認した。 

②本社本部立地班及び福島本部がオフサイトセンター及び自治体（模擬）からの防護措置に関する

要請を本社本部立地班及び福島本部間で共有し，自治体の防護措置に関する支援が実施できるか

を確認する。 

   オフサイトセンター及び自治体（模擬）からの避難支援活動に関する要請に対し，チャットシス

テムによる情報共有を実施し，本社本部立地班及び福島本部にて対応方針を検討し，自治体の防

護措置に関する支援ができることを確認した。 

 ③オフサイトセンター事業者ブースにおいて発電所対策本部の情報を共有し，プラントチームに派

遣した当社社員を補佐できるかを確認する。 

オフサイトセンター事業者ブースの要員はチャットシステムやＣＯＰを用いてプラントチームに

派遣している社員に情報を提供し事故事象の把握を補佐することができた。 

 

８．平成２８年度からの改善事項 

 （１）福島第二原子力発電所及び本社本部 

   本社本部が発電所の復旧活動を阻害しないように発電所への問い合わせを躊躇してしまい，結果

として情報の収集ができず，情報が不足する場面があった。また，発電所は本社本部と情報共有

を十分できていると認識し，本社本部内で発電所の情報が不足していることに気づかず，情報の

提供が不十分となる場面があった。結果として本社本部官庁連絡班はＥＲＣプラント班からの問

合せに答えることができなかった。これらは「発電所内での情報の整理」，「発電所と本社本部

の情報共有」，「本社本部からＥＲＣへ提供する情報の整理」の３つの課題があったと考えてい

る。このことから，以下の改善を実施した。 

・チャットシステムで共有すべき情報について，新たに作成したチャットシステム入力テンプレ

ートを用いて短時間で整理・入力した。 
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・発電所および本社の各機能班のカウンターパートによる情報の共有について，再度周知を実施

するとともに，緊急の情報共有用に本社および発電所にそれぞれ情報共有担当を設置した。 

・発電所の目標設定会議の決定事項をまとめ，共有する様式を検討した。 

・目標設定会議における決定事項に対応目標時間が無かったことや決定事項の本社との共有方法

が曖昧であったことなどから，目標設定会議における決定事項，決定された事項の発電所緊急

時対策本部内および本社本部との共有方法を明確にした。 

・本社本部からＥＲＣへ提供する情報の整理に対する対応として，本社本部からＥＲＣへ提供す

る情報を，迅速に共有すべき情報，目標設定とその進捗に関する情報，事故事象に関する定期

的な情報，事象進展予測などの重要情報の４項目に分類した。 

〔本訓練での取り組み〕 

・発電所と本社本部における情報共有機能としてチャットシステムの入力テンプレートを利用す

ることにより，発電所の状況を迅速に整理・入力することができ，本社本部との情報共有も迅

速に行うことができた。 

・発電所の事故収束を実施するにあたり，チャットシステムやＣＯＰでは伝わらない情報を発電

所対策本部及び本社本部の各機能班のカウンターパートを通して共有できたため，本社本部で

は発電所が検討している支援策の補助や本社本部支援策の検討を実施することができた。 

・本社本部内で通報文と発電所の発話などから得た情報の内容に齟齬が発生し，原災法第１５条

の判断に混乱が生じた。その際に，発電所対策本部と本社本部に緊急の情報共有用に配置した

情報共有担当が事実確認を相互に行うことで，通報文が誤っていることが判明したことから，

情報共有担当を配置することの有用性が確認できた。 

・現状のプラント情報,目標などを記載した新しい目標設定会議の様式を作成し，目標設定会議

を実施できることを確認した。 

・発電所内情報共有方法のさらなる改善として，目標設定会議で決定した事項については本部

内に発話を実施し，書画カメラを通じて本社本部と共有できた。 

   ・ＥＡＬの発出状況などの迅速に共有すべき情報については，本社本部情報班が発電所のブリ

ーフィングを整理して発話し，情報共有ができた。 

・ＥＲＣプラント班からの質問については，ＱＡチャットを活用することで本社本部内での情

報共有が図られ，ＥＲＣプラント班への回答対応に改善がみられた。 

・目標設定とその進捗に関する情報については，発電所のＣＯＰに記載されている機器の状態

と戦略に齟齬があり，正しい戦略が分からなかった。また，本社本部の目標設定について

は，訓練中に復旧戦略を検討していたため，本社本部の戦略が決定するまで時間を要した。

また，本社本部目標設定会議で決定した事項についても，対応箇所と進捗状況が発話されな

かったため，ＥＲＣプラント班に対し説明することができなかった。 

・事故事象に関する定期的な情報については，口頭による定期的な情報発信はできたが，資料

などを用いた情報提供はできなかった。【９．（２）⑦に改善点として整理】 

・事象進展予測などの重要情報については，本社本部計画班が検討した情報を基に概ね情報共有

できた。 

（２）本社本部 
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一般災害態勢から原子力災害態勢への引継ぎが円滑に実施できず，プラント状況の把握及びそ

の後の発電所支援検討に時間を要したため，体制の見直しを含め，引継ぎに関する課題が確認

された。 

  平成２９年４月に原子力災害に至らないトラブル事象などに対する態勢として原子力情報収集

態勢を設置した。 

原子力情報収集態勢の訓練は今回の福島第二原子力発電所の訓練の検証項目とは別に，平成３ 

０年３月に実施し，有効性を確認した。詳細については，別紙２ 防災訓練の結果の概要【要

素訓練】を参照。 

 

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

「６．防災訓練の結果」，「７．防災訓練の評価」から抽出された今後の課題は以下のとおり。 

（１） 福島第二原子力発電所 

①目標設定会議において復旧の優先順位や復旧方法は決定できたが目標時間の設定がされなかっ

たため，時間の管理についてはあらかじめ定められている標準作業時間のみとなってしまっ

た。【６．（１）①及び７．（１）①に対する改善点】 

〔原因〕 

様式には目標時間を記載することになっていたが，目標設定会議が復旧の優先順位や復旧方策

などに傾注してしまい，目標時間の設定ができなかった。 

〔対策〕 

本部スタッフが目標設定会議の内容を確認し，会議で決定した事項の不足している部分につい

てチェックを実施する。また，再度会議参加者に対し目標設定会議の教育を実施する。 
② 本社本部からの通報文の参考情報に対する問い合わせ（容器からの漏えい有無などの記載につい

て）対応において，通報班内における問い合わせ対応者及び責任範囲を明確に指示していなかった

ため，通報内容の確認及び訂正に時間を要した。【６．（１）②及び７．（１）②に対する改善

点】 

〔原因〕 

本社本部からの問合せの対応について，通報班長が対応責任者及び責任分担を明確に指示しな

かったことから，問い合わせの電話受けた通報班副班長が対応を実施していたが，その重要性

に気づかず，他の対応を優先していた。 

また，その事実を通報班長へ伝達しなかったことから，通報班長が対応に関与できず，結果回

答に時間がかかった。 

〔対策〕 

班内における役割及び責任分担を明確化し周知する仕組みを構築する。 

③ 原災法第１０条通報（第５報：ＧＥ０４発生に伴う通報）のその他特定事象の把握に参考とな

る情報欄に記載した情報に一部誤った記載があり，確認及び訂正に時間を要した。【６．

（１）②及び７．（１）③に対する改善点】 

〔原因〕 

通報班は発話から通報文を作成したが，輸送容器に関する知識（実際は輸送容器にドラム缶が
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収納されている）が不足していたため，誤った記載（ドラム缶からの漏洩と認識）について，

事実との乖離があることに気付けなかった。 

〔対策〕 

通報文を作成するために必要となる技術的な情報について事象毎に確認項目を作成する。 

④本訓練終了後に原子力規制庁から１号機の水位低下事象に関してＡＬ３１※１の連絡が必要では

ないかとの確認があった。当社としては，1号機の水位低下事象に対しては速やかに保安規定

で定められた措置としての注水手段確保策として注水設備を準備中であったことから，原子力

事業者防災業務計画に基づき，ＡＬ３１の連絡は不要と判断していた。しかし，原子力規制庁

としては直ちに注水が実施されないときか，直ちに注水される状態にないときは連絡するべき

であると認識していた。このことから、当該ＥＡＬの判断基準について当社の認識と原子力規

制庁の認識に違いがあることを確認した。【７．（１）③に対する改善点】 

※１：使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないとき又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測

定できないこと。 
 〔原因〕 

当社としては，「水位を維持できないとき」はＡＬ３１の連絡が必要であることは認識して

いた。現状の原子力事業者防災業務計画の事業者解釈では，「「水位を維持できないとき」と

は,使用済み燃料貯蔵プールの水位がオーバーフロー水位付近であることを維持できず,かつ,

速やかに保安規定で定められた措置※２を完了できない場合をいう。」となっている。速やか

に，保安規定で定められた措置として，注水手段の確保として注水準備を行っている間はＡＬ

３１に該当しないと認識していた。 

一方で，原子力規制庁は直ちに注水が行われないときはＡＬ３１に該当するとの認識であり差異

があった。 

※２：使用済燃料プールの水位を維持するための注水手段が確保されていることを確認する。 

 〔対策〕 

  ＡＬ３１を明確に判断できるよう運用を検討し，必要に応じて原子力事業者防災業務計画の修

正をする。 

（２）本社本部 

①本社本部指揮者が，目標設定会議での決定事項を発話にて共有する際に，対応箇所及び進捗状

況を発話することができなかったため，本社本部内及び発電所対策本部に発電所対策本部への

支援策の対応箇所及び進捗状況を共有する事ができなかった。【６．（２）①及び７．（２）

①に対する改善点】 

 〔原因〕 

  本社本部目標設定会議で決定した事項の発話内容が定まっていなかった。 

  〔対策〕 

   本社本部目標設定会議の共有方法を明確にし，手順を作成する。 

  ②ＥＲＣプラント班に対して，ＣＯＰを用いた説明については戦略欄に記載されている情報と機

器運転状態に記載されている内容に齟齬があったため実施できなかった。【６．（２）②に  

対する改善点】 
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 〔原因〕  

  ＣＯＰの様式変更が訓練直前で行われたため, 発電所対策本部がＣＯＰの様式に慣れておらず,

誤記があったことに気付かなかった。 

  本社本部官庁連絡班がＣＯＰを訂正しながら説明することに躊躇した。 

  〔対策〕 

   ＣＯＰの様式の変更を訓練直前には行わず、事前に個別訓練を実施する。 

   本社本部官庁連絡班に対し，ＣＯＰを訂正しながら説明するよう，教育及び訓練を実施する。 

  ③ＥＲＣプラント班に対して，ＳＰＤＳ，ＥＲＳＳを活用した説明についてはＳＦＰの水位及び

温度のデータがなく，ＥＲＣプラント班への説明に有効なデータが発電所構内のモニタリング

ポストの値のみであったため，ＳＦＰに関する説明ができず，口頭のみでの説明となってしま

った。【６．（２）②に対する改善点】 

 〔原因〕 

  本社本部官庁連絡班はＳＰＤＳやＥＲＳＳにないＳＦＰのデータについては，本社本部計画班

が作成していた水位トレンドデータを用いたＥＲＣプラント班への説明を実施しなかった。 

  〔対策〕 

  ＳＰＤＳ，ＥＲＳＳに伝送されていないデータの内，ＥＲＣプラント班への説明に有効なデー

タについては，ＣＯＰなどの情報共有ツールを用いて説明するよう本社本部官庁連絡班に対

し，教育及び訓練を実施する。 

④ＥＲＣプラント班からの質問に即答できない場合は，ＱＡチャットを用いて本社本部の情報

班，計画班，復旧班，保安班に回答作成を依頼する運用としていた。 

しかし，本社本部復旧班の発電所対策本部への支援策の検討に時間を要したため，ＥＲＣプラ

ント班に速やかに回答することができなかった。【６．（２）②及び７．（２）①に対する改

善点】 

〔原因〕 

 本社本部復旧班がＳＦＰの水漏れに対する復旧戦略に対し，原因が特定されるまで検討を実施

していなかったため，あらかじめ中長期的な復旧戦略の備えを実施していなかった。 

〔対策〕 

 発電所のＳＦＰに関するリスクに対し，これまでの訓練シナリオなどからあらかじめ中長期的

な復旧戦略を検討しておく。 

⑤通報文と発電所対策本部の音声などから得た情報に齟齬があった場合に正しい情報を確認する

ルールがなく，１５条認定会議で必要な情報を収集するのに時間を要した。【６．（２）②に

対する改善点】 

 〔原因〕 

  通報文と発電所対策本部の音声から得た情報と発電所対策本部及び本社本部の各機能班のカウ

ンターパートが共有している情報と発電所対策本部と本社本部に緊急の情報共有用に配置した

情報共有担当が共有している情報の信頼性が曖昧な場合の，問い合わせ先の責任箇所を明確に

できていなかった。 

〔対策〕 
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 発電所対策本部と本社本部に緊急の情報共有用に配置した情報共有担当を問い合わせ先の責任

箇所とする。 

⑥ ＥＲＣリエゾンはＥＲＣプラント班に対しハンディホワイトボードの情報を共有する際に，何

時時点での情報かを共有することができなかった。【６．（２）②及び７．（２）①に対する

改善点】 

 〔原因〕 

  ハンディホワイトボードは本社本部官庁連絡班の要員が書画カメラを通じて説明するものであ

り，ＦＡＸによる情報共有を想定していなかったため，ＥＲＣリエゾンを通じてＥＲＣプラン

ト班に配布する資料に時間を記載できなかった。 

〔対策〕 

 本社本部官庁連絡班がＥＲＣリエゾンに資料を送付する際は，時間を必ず記載する運用とす

る。また，ＥＲＣリエゾンも時間の記載があることを確認した上でＥＲＣプラント班に資料を

配布することとする。万が一，時間が記載されていない場合は，本社本部官庁連絡班に時間を

確認し，追記してからＥＲＣプラント班に配布することとする。 

⑦事故事象に関する定期的な情報については，口頭による定期的な情報発信はできていたが，資

料などを用いた情報提供はできなかった。【８．（１）③に対する改善点】 

〔原因〕 

 定期的な情報を共有するためのタイムキーパーがいなかった。 

ＣＯＰについては，戦略欄に記載されている情報と機器運転状態に記載されている内容に齟齬

があったためＣＯＰを用いた定期的な情報提供ができなかった。 

〔対策〕 

 官庁連絡班の役割分担を見直し，タイムキーパーを配置することで定期的な情報提供を行う。 

 ＣＯＰに記載している情報に齟齬があった場合は発電所対策本部に是正を促すとともに，官庁

連絡班は内容を補完しながら説明する運用を明確にする。 

 

 以 上 
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防災訓練の結果の概要【要素訓練】 

 

１．訓練の目的 

  本訓練は，「福島第二原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節」に基づき実施

する要素訓練であり，手順書の適応性や人員・資機材確認等の検証を行い，手順の習熟及び改善を

図るものである。 

なお，昨年度の福島第二原子力発電所防災訓練報告書において，平成２８年度からの改善事項と

していた，本社における原子力情報収集態勢の手順の習熟及び改善を図る図上訓練も併せて行って

いる。 

 

２．実施日及び対象施設 

（１）実施日 

   福島第二原子力発電所 

平成２８年１０月２７日（木）～平成３０年２月２日（金） 

本社 

 平成３０年３月２０日（火） 

（２）対象施設 

福島第二原子力発電所 

本社 

 

３．実施体制，評価体制及び参加人数 

（１）実施体制 

    訓練ごとに実施責任者を設け，実施担当者が訓練を行う。 

    詳細は，「添付資料１」のとおり。 

（２）評価体制 

  計画通り訓練が実施されていることを実施責任者が確認する。 

（３）参加人数 

「添付資料１」のとおり。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

 福島第二原子力発電所 

 （１）モニタリング訓練 

 放射性物質の放出により敷地内の放射線または空気中の放射能濃度が上昇した状態を想定。 

 （２）アクシデントマネジメント訓練 

 全交流電源喪失により使用済燃料プールの冷却機能が全て喪失し，原子力災害対策特別措置

法第１５条事象に至る事象を想定。 

 （３）電源機能等喪失時訓練 

  全交流電源喪失及び使用済燃料プール除熱機能喪失の状態を想定。 
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本社 

福島県及び新潟県における震度５弱の地震発生を想定 

 

５．防災訓練の項目 

  要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

 福島第二原子力発電所 

 （１）モニタリング訓練 

 （２）アクシデントマネジメント訓練 

 （３）電源機能等喪失時訓練 

 本社 

 （１）原子力情報収集態勢図上訓練 

 

７．訓練結果の概要（添付資料１参照） 

 福島第二原子力発電所 

 （１）モニタリング訓練 

・放射線測定車による測定点への移動，放射線測定器操作の実動訓練を実施。 

 （２）アクシデントマネジメント訓練 

・津波による全交流電源及び使用済燃料プールへの注水ならびに冷却機能の喪失を想定し事

故拡大防止，燃料の崩壊熱評価等の机上訓練を実施。 

 （３）電源機能等喪失時訓練 

・全交流電源喪失及び使用済燃料プール除熱機能喪失を踏まえた緊急安全対策の各対策につ

いて個別に原子力防災要員による実動訓練を実施。 

・訓練にあたり，本設機器へ直接影響が生じる手順は模擬とし，現場での動作確認または机

上での手順確認を実施。 

 本社 
 （１）原子力情報収集態勢図上訓練 
   ・自動呼出応答訓練を実施。 
   ・原子力情報収集態勢における各班の活動内容を理解した上で図上訓練を実施。 
   ・夜間・休日などの宿直当番対応からの引継ぎについて図上訓練を実施。 
 
８．訓練の評価 
  各要素訓練について計画どおりに訓練が実施されていることを確認した。 

訓練毎の評価結果は，「添付資料１」のとおり。 
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９．今後の原子力災害対策に向けた改善点  

 各要素訓練で抽出された改善点及び今後の原子力災害対策に向けた改善点は，「添付資料１」

のとおり。 

 
 以 上 

 

〈添付資料〉 

１：要素訓練の概要 



 
添付資料１ 

要素訓練の概要 
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福島第二原子力発電所 

１．モニタリング訓練（訓練実施回数：１４回，参加人数：延べ７５名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

モニタリング訓練 

①保安班長 

②保安班員 
良 特になし 

今後も継続的に訓練を行い，能力の

向上を図る。 

放射線測定車による測定点への移動，

放射線測定器操作の実動訓練を実施 

サンプリングの実働訓練を実施 

放出放射能量の評価の机上訓練を実施 

 

２．アクシデントマネジメント訓練（訓練実施回数：９回，参加人数：延べ１４５名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

アクシデントマネジメント訓練 

①計画班長 

②計画班員 
良 特になし 

今後も継続的に訓練を行い，能力の

向上を図る。 
電源機能等喪失時における事故拡大防

止，燃料の崩壊熱評価等の机上訓練を

実施 



 
 

要素訓練の概要 
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３．電源機能等喪失時訓練（訓練実施回数：５９６回，参加人数：延べ１１３５名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

緊急時の電源確保に係る訓練 

①復旧班長，発電班長，当直長 

②復旧班員，発電班員            
良 特になし 

今後も継続的に訓練を行い，能力の

向上を図る。 電源車及び大容量電源装置等による電

源確保の手順の実動訓練や机上訓練等

を実施 

緊急時の最終的な除熱機能の確保に係

る訓練 

①復旧班長，発電班長，当直長 

②復旧班員，発電班員 
良 特になし 

今後も継続的に訓練を行い，能力の

向上を図る。 消防車による原子炉等への代替注水の

実働訓練，原子炉等への代替注水ライ

ン構成等の机上訓練等を実施 

シビアアクシデント対策に係る訓練 

①復旧班長 

②復旧班員 
良 特になし 

今後も継続的に訓練を行い，能力の

向上を図る。 

アクセスルート確保のためホイルロー

ダ等を用いたがれき撤去の実動訓練を

実施 

使用済燃料プールの仮設水位計による

水位監視について訓練を実施 



 
 

要素訓練の概要 
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本社 

１．原子力情報収集態勢図上訓練（訓練実施回数：１回，参加人数：３１名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者，②実施担当者） 

評価 

結果 
当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

自動呼出応答訓練 ①本部スタッフ 

②本部長，副本部長，計画情報統括，

対外対応統括，情報班，官庁連絡

班，立地班，広報班，本部           

良 特になし 
今後も継続的に訓練を行い，要員の

意識の向上を図る。 
自動呼出システムを用いた応答訓練の

実施 

原子力情報収集態勢図上訓練 

①本部スタッフ 

②本部長，副本部長，計画情報統括，

対外対応統括，情報班，官庁連絡班，

立地班，広報班，本部 

良 特になし 
今後も継続的に説明会や訓練を行

い，能力の向上を図る。 

・原子力情報収集態勢で各班が実施す

べき事項について図上訓練を実施し

た。 

・夜間・休日などの宿直当番対応から

の引継ぎについて図上訓練を実施し

た。 

 

 


